
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
七
号

沖
縄
県
の
区
域
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
省
令

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
沖
縄
県
の
区
域
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

（
通
則
）

第
一
条
　
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
沖
縄
の
労
働
基
準
法
（
千
九
百
五
十
三
年
立
法
第
四
十
四
号
）
第
五
章
（
安
全
及
び

衛
生
）
の
規
定
に
基
づ
く
規
則
に
お
い
て
免
許
の
取
消
し
そ
の
他
の
不
利
益
な
処
分
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
で
、
こ
れ
に
相
当
す
る
事
実
が
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及

び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
安
全
衛
生
関
係
法
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
不
利
益
な
処
分
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
つ
た
と
き
は
、
安
全
衛
生
関
係
法
令
に
お
い
て
不
利
益
な
処
分
の
理
由

と
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
安
全
衛
生
関
係
法
令
の
当
該
規
定
を
適
用
す
る
。

（
軍
関
係
労
働
者
等
に
対
す
る
就
業
制
限
等
関
係
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
二
条
　
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
琉
球
人
被
用
者
に
対
す
る
労
働
基
準
及
び
労
働
関
係
法
（
千
九
百
五
十
三
年
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
百
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
布
令
第
百
十
六
号
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け

て
い
た
被
用
者
で
、
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
五
章
（
安
全
及
び
衛
生
）
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
免
許
を
受
け
た

者
そ
の
他
一
定
の
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
就
業
制
限
業
務
」
と
い
う
。
）
で
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
に
掲
げ
る
業
務
に
該

当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
就
業
制
限
業
務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
い
た
も
の
が
、
特
別
措
置
法
の
施
行
後
引
き
続
き
同
一
の
事
業
者
に
使
用
さ
れ
る
場
合
（
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協

力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
雇
用
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
含

み
、
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
布
令
第
百
十
六
号
第
二
条
の
第
四
種
被
用
者
で
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
の
区
域
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
か
ら
事
業
者
が
請
け
負
つ
た
仕
事
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
る
場
合
に
限

る
。
）
に
は
、
当
該
事
業
者
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
そ
の
者
を
同
一
の
就
業
制
限
業
務
に
つ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
前
項
の
事
業
者
は
、
同
項
の
旧
就
業
制
限
業
務
に
係
る
作
業
で
令
第
六
条
に
掲
げ
る
作
業
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
沖
縄
の
復
帰
に
伴

う
労
働
省
令
等
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
（
以
下
「
改
正
前
の
特
別
措
置
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
、

当
該
事
業
場
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
係
る
作
業
主
任
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
軍
関
係
労
働
者
等
に
対
す
る
免
許
の
特
例
）

第
二
条
の
二
　
沖
縄
労
働
基
準
局
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
措
置
法
の
施
行
後
引
き
続
き
同
一
の
就
業
制
限
業
務
（
令
第
二
十
条
第
二
号
の
業
務
そ
の
他
労
働
大
臣
が
定
め
る
業
務
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
い
る
者
又
は
つ

い
て
い
た
者
（
そ
の
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
つ
て
解
雇
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
で
、
沖
縄
労
働
基
準
局
長
又
は
沖
縄
労
働
基
準
局
長
の
指
定
す
る
者
が
行
な
う
労
働
大
臣
が
定
め
る
講
習
を
修
了
し
た
も
の
に
対
し
、
当

該
業
務
に
係
る
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
沖
縄
労
働
基
準
局
長
は
、
前
項
の
業
務
に
つ
い
て
い
た
期
間
等
か
ら
み
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
実
技
考
査
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
、
当
該
免
許
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
十
分
な
技
能
を

有
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
十
四
日
ま
で
に
、
沖
縄
労
働
基
準
局
長
に
当
該
免
許
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
等
の
一
部
適
用
延
期
）

第
三
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
命
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
は
、
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
か
ら
適
用
す
る
。

命
令

規
定

適
用
期
日

令

一
　
第
二
十
一
条
第
七
号
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項

昭
和
四
十
七
年
十
一
月
十
五
日

二
　
第
六
条
第
七
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
、
第
十
五
条
第
八
号

及
び
第
二
十
条
第
五
号

昭
和
四
十
八
年
五
月
十
五
日

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
。
以
下
「
安
衛
則
」
と
い
う
。
）

第
七
条
第
一
項
第
五
号
、
第
三
百
九
十
四
条
及
び
第
四
百
七
条

昭
和
四
十
八
年
五
月
十
五
日

ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
三
号
。
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー
則
」
と

い
う
。
）

第
二
十
二
条

昭
和
四
十
八
年
五
月
十
五
日

鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
鉛
則
」
と
い
う
。
）

第
二
章
、
第
三
章
、
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
七
条

昭
和
四
十
八
年
五
月
十
五
日

特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）

一
　
第
十
二
条
及
び
第
三
十
七
条

昭
和
四
十
七
年
十
一
月
十
五
日

二
　
第
三
条
、
第
五
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
八
条

昭
和
四
十
八
年
五
月
十
五
日

事
務
所
衛
生
基
準
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
三
号
）

第
十
二
条

昭
和
四
十
七
年
十
一
月
十
五
日

（
構
造
規
格
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
特
別
措
置
法
の
施
行
前
に
沖
縄
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
千
九
百
六
十
八
年
規
則
第
二
百
三
十
号
。
以
下
「
沖
縄
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
琉
球
政
府
の
行
政
主
席
（
以
下
「
行
政
主
席
」
と

い
う
。
）
の
認
定
を
受
け
た
木
材
加
工
用
丸
の
こ
盤
の
反
ぱ
つ
予
防
装
置
又
は
歯
の
接
触
予
防
装
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
安
全
装
置
に
係
る
認
定
の
有
効
期
間
内
に
限
り
、
法
第
四
十
二
条
及
び
安
衛
則
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。
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２
　
昭
和
四
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
研
削
盤
（
機
械
研
削
を
行
な
う
研
削
盤
の
本
体
に
限
る
。
）
及
び
動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
プ
レ
ス
機
械
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
及
び
安
衛
則
第

二
十
七
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
特
別
措
置
法
の
施
行
前
に
沖
縄
安
衛
則
第
三
十
七
条
又
は
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
行
政
主
席
の
認
定
を
受
け
た
プ
レ
ス
機
械
及
び
シ
ヤ
ー
の
安
全
装
置
並
び
に
ゴ
ム
、
ゴ
ム
化
合
物
又
は
合
成
樹
脂
を
練
る
ロ
ー
ル
機
の
急
停

止
装
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
装
置
に
係
る
認
定
の
有
効
期
間
内
に
限
り
、
法
第
四
十
二
条
及
び
安
衛
則
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
内
に
存
し
て
い
た
法
別
表
第
二
第
六
号
の
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
で
沖
縄
安
衛
則
第
二
百
二
十
条
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
は
、
法
第
四
十
二
条
及
び
安
衛
則
第
二
十
七
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
法
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
（
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

５
　
昭
和
四
十
八
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
沖
縄
県
の
区
域
内
に
存
す
る
令
第
十
三
条
第
三
号
の
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
（
前
項
の
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
を
除
く
。
）
で
沖
縄
安
衛
則
第
二
百
二
十
条
の
規
格
に
適
合
す
る
も

の
は
、
法
第
四
十
二
条
及
び
安
衛
則
第
二
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
検
定
に
合
格
す
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
同
法
第
四
十
二
条
の
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
（
当
該
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具

の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

６
　
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
製
造
し
て
い
た
小
型
ボ
イ
ラ
ー
（
法
別
表
第
二
第
三
号
の
小
型
ボ
イ
ラ
ー
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
小
型
圧
力
容
器
（
同
表
第
四
号
の
小
型
圧
力
容
器
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
二
種
圧
力
容
器
（
同
表
第
二
号
の
第
二
種
圧
力
容
器
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
内
に
存
し
て
い
た
小
型
ボ
イ
ラ
ー
、

小
型
圧
力
容
器
及
び
第
二
種
圧
力
容
器
で
、
改
正
前
の
特
別
措
置
省
令
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格
に
適
合
し
て
い
る
も
の
は
、
法
第
四
十
二
条
及
び
安
衛
則
第
二
十
七
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
（
こ
れ
ら
の
機
械
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

７
　
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
沖
縄
の
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
千
九
百
六
十
八
年
規
則
第
二
百
三
十
二
号
。
以
下
「
沖
縄
ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
簡
易
リ
フ
ト

の
う
ち
、
令
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
荷
の
み
を
運
搬
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
、
搬
器
の
床
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
及
び
そ
の
天
井
の
高
さ
が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

の
（
令
第
一
条
第
十
号
の
建
設
用
リ
フ
ト
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
も
の
で
改
正
前
の
特
別
措
置
省
令
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格
に
適
合
し
て
い
る
も
の
は
、

法
第
四
十
二
条
及
び
安
衛
則
第
二
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

８
　
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
製
造
し
て
い
た
ク
レ
ー
ン
（
令
第
十
三
条
第
三
項
第
十
四
号
の
ク
レ
ー
ン
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
（
同
条
第
三
項
第
十
五
号
の
移
動
式

ク
レ
ー
ン
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
デ
リ
ッ
ク
（
同
条
第
三
項
第
十
六
号
の
デ
リ
ッ
ク
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
同
条
第
三
項
第
十
七
号
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
建
設
用
リ
フ
ト
（
同
条
第
三
項
第
十
八
号
の
建
設
用
リ
フ
ト
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
簡
易
リ
フ
ト
（
同
条
第
三
項
第
十
九
号
の
簡
易
リ
フ
ト
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
並
び
に
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
内
に
存
し
て
い
た
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
、
デ
リ
ッ
ク
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
建
設
用
リ
フ
ト
及
び
簡
易
リ
フ
ト
で
改
正
前
の
特
別
措
置
省
令
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格
に
適
合
し
て
い
る
も
の
は
、
法
第
四
十
二
条
及
び
安
衛
則
第
二
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
（
こ
れ
ら
の
機
械
の
構

造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
個
別
検
定
及
び
型
式
検
定
に
係
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
特
別
措
置
法
の
施
行
前
に
沖
縄
安
衛
則
第
三
十
七
条
又
は
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
行
政
主
席
の
認
定
を
受
け
た
ゴ
ム
、
ゴ
ム
化
合
物
又
は
合
成
樹
脂
を
練
る
ロ
ー
ル
機
の
急
停
止
装
置
（
電
気
的
制
動
方
式
の
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
の
有
効
期
間
内
に
限
り
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
個
別
検
定
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
　
特
別
措
置
法
の
施
行
前
に
沖
縄
安
衛
則
第
三
十
七
条
又
は
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
行
政
主
席
の
認
定
を
受
け
た
プ
レ
ス
機
械
及
び
シ
ヤ
ー
の
安
全
装
置
並
び
に
ゴ
ム
、
ゴ
ム
化
合
物
又
は
合
成
樹
脂
を
練
る
ロ
ー
ル
機
の
急
停

止
装
置
（
電
気
的
制
動
方
式
以
外
の
制
動
方
式
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
の
有
効
期
間
内
に
限
り
、
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
型
式
検
定
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３
　
前
条
第
四
項
の
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
は
、
当
分
の
間
、
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
型
式
検
定
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
発
破
の
業
務
に
係
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
事
業
者
は
、
安
衛
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
二
十
条
第
一
号
の
業
務
の
う
ち
導
火
線
発
破
の
業
務
に
つ
い
て
は
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
安
衛
則
第
三
百
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
導
火
線

発
破
技
士
免
許
を
有
す
る
者
を
、
同
号
の
業
務
の
う
ち
電
気
発
破
の
業
務
に
つ
い
て
は
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
発
破
技
士
免
許
を
有
す
る
者
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
免
許
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
安
衛
則
第
七
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
発
破
技
士
免
許
試
験
の
試
験
科
目
の
う
ち
同
規
則
別
表
第
五
第
四
号
の
試
験
科
目
の
欄
中
イ
及
び
ロ
の
科
目
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
林
業
架
線
作
業
に
係
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
は
、
令
第
六
条
第
三
号
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
十
五
日
か
ら
適
用
し
、
当
該
規
定
が
適
用
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
沖
縄
安
衛
則
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
十
条
及
び
第
三
百
二
十

九
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
林
業
架
線
作
業
主
任
者
免
許
を
有
す
る
者
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
沖
縄
安
衛
則
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
み
な
す
。

３
　
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
沖
縄
安
衛
則
第
三
百
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
集
材
架
線
技
士
免
許
又
は
同
規
則
第
四
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
運
材
架
線
技
士
免
許
を
有
す
る
者
で
、

営
林
局
長
又
は
林
業
労
働
災
害
防
止
協
会
が
行
な
う
労
働
大
臣
が
定
め
る
講
習
を
修
了
し
た
も
の
に
対
し
、
そ
の
者
の
申
請
に
よ
り
、
林
業
架
線
技
士
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
林
業
架
線
技
士
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
基
準
局
長
に
安
衛
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
九

号
）
第
二
百
四
十
一
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
林
業
架
線
作
業
主
任
者
免
許
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
を
提
出
す
る
者
は
、
手
数
料
と
し
て
百
円
を
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
当
該
申
請
書
に
は
つ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
を
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
令
第
六
条
第
三
号
（
令
附
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
規
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
同
号
イ
の
機
械
集
材

装
置
に
係
る
作
業
　
沖
縄
安
衛
則
第
三
百
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
集
材
架
線
技
士
免
許
を
有
す
る
者
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二
　
令
第
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
、
支
間
の
斜
距
離
の
合
計
が
千
五
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
運
材
索
道
に
係
る
作
業
　
沖
縄
安
衛
則
第
四
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
級
の
運
材
架
線
技
士
免
許
を
有
す
る
者

三
　
令
第
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
作
業
以
外
の
作
業
　
沖
縄
安
衛
則
第
四
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
級
の
運
材
架
線
技
士
免
許
を
有
す
る
者
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
二
級
の
運
材

架
線
技
士
免
許
を
有
す
る
者

（
ボ
イ
ラ
ー
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
令
第
一
条
第
三
号
の
ボ
イ
ラ
ー
の
伝
熱
面
積
は
、
ボ
イ
ラ
ー
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
沖
縄
の
ボ
イ
ラ
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
千
九
百
六
十

八
年
規
則
第
二
百
三
十
一
号
。
以
下
「
沖
縄
ボ
イ
ラ
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
八
項
に
規
定
す
る
面
積
を
も
つ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
昭
和
四
十
七
年
八
月
十
四
日
に
お
い
て
沖
縄
県
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
令
第
一
条
第
五
号
の
第
一
種
圧
力
容
器
に
つ
い
て
は
、
ボ
イ
ラ
ー
則
第
六
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
製
造
し
て
い
た
ボ
イ
ラ
ー
（
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
ボ
イ
ラ
ー
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
一
種
圧
力
容
器
（
同
条
第
一
項
第
二
号
の
第
一
種
圧

力
容
器
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
内
に
存
し
て
い
た
ボ
イ
ラ
ー
及
び
第
一
種
圧
力
容
器
で
、
改
正
前
の
特
別
措
置
省
令
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格
に
適
合
し
て
い
る
も
の
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
並
び
に
ボ
イ
ラ
ー
則
第
二
十
六
条
及
び
第
六
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準

（
こ
れ
ら
の
機
械
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

第
九
条
　
事
業
者
は
、
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
は
、
令
第
六
条
第
四
号
の
作
業
の
う
ち
、
令
第
六
条
第
十
六
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
み
を
取
り
扱
う
場
合
に
お
け
る
当
該
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
の
作
業
に
つ
い
て
は
、

昭
和
四
十
八
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
ボ
イ
ラ
ー
則
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
の
う
ち
か
ら
、
ボ
イ
ラ
ー
取
扱
作
業
主
任
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
八
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
令
第
二
十
条
第
三
号
の
業
務
の
う
ち
同
令
第
六
条
第
十
六
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
取
扱
い
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
は
、
令
第
二
十
条
第
五
号
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
同
令
の
施
行
の
際
現
に
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
を
適
法
に
取
り
扱
つ
て
い
る
者
を
、

当
該
ボ
イ
ラ
ー
又
は
第
一
種
圧
力
容
器
に
係
る
当
該
業
務
に
つ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
取
り
扱
つ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
ク
レ
ー
ン
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
製
造
し
て
い
た
ク
レ
ー
ン
（
令
第
一
条
第
八
号
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
存
し
て
い
た
ク
レ
ー
ン
で
、
定
格
荷
重
が
二
百
ト
ン

を
こ
え
る
も
の
に
関
す
る
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
こ
え
、
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す

る
荷
重
試
験
で
か
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
の
一
・
二
五
倍
の
」
と
、
「
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
荷
重
試
験
を
行
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
定
格
荷
重
の
一
・
二
五
倍
に
相
当
す
る
荷
重
の
荷
を
つ
つ
て
、
つ
り
上
げ
、
走
行
、
旋
回
、

ト
ロ
リ
の
横
行
等
の
作
動
を
行
な
う
荷
重
試
験
を
行
な
い
」
と
す
る
。

第
十
一
条
　
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
製
造
し
て
い
た
ク
レ
ー
ン
（
令
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
ク
レ
ー
ン
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
（
同
条
第
一
項
第
四
号
の
移
動

式
ク
レ
ー
ン
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
デ
リ
ッ
ク
（
同
条
第
一
項
第
五
号
の
デ
リ
ッ
ク
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
同
条
第
一
項
第
六
号
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
建
設
用
リ
フ
ト
（
同
条
第
一
項
第
七
号
の
建
設
用
リ
フ
ト
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
特
別
措
置
法
の
施
行
の
際
沖
縄
県
の
区
域
内
に
存
し
て
い
た
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
、

デ
リ
ッ
ク
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
建
設
用
リ
フ
ト
で
、
改
正
前
の
特
別
措
置
省
令
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
構
造
規
格
に
適
合
し
て
い
る
も
の
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
並
び
に
ク
レ
ー

ン
則
第
十
七
条
、
第
六
十
四
条
、
第
百
四
条
、
第
百
四
十
八
条
及
び
第
百
八
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
こ
れ
ら
の
機
械
等
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に

適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
特
別
措
置
法
の
施
行
前
に
沖
縄
ク
レ
ー
ン
則
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
検
査
証
の
有
効
期
間
は
、
当
該
検
査
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
効
期
間
と
す
る
。

３
　
改
正
前
の
特
別
措
置
省
令
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
検
査
証
と
み
な
さ
れ
た
簡
易
リ
フ
ト
検
査
証
の
有
効
期
間
は
、
当
該
検
査
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
効
期
間
と
す
る
。

（
鉛
則
に
係
る
局
所
排
気
装
置
の
フ
ア
ン
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
鉛
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
一
日
に
お
い
て
沖
縄
県
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
局
所
排
気
装
置
の
フ
ア
ン
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
七
月
一
〇
日
労
働
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
二
月
二
七
日
労
働
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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